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１．会合名 証券化商品に関するワーキング・グループ（第 11 回） 

２．日 時 平成 24 年３月２日（金）15 時 00 分～16 時 00 分 

３．議 案 １．「標準情報レポーティング・パッケージ（ＳＩＲＰ）」の一

部改正について 

２．証券化市場の残高調査について 

４．主な内容 １．「標準情報レポーティング・パッケージ（ＳＩＲＰ）」の一

部改正について 

事務局より、「標準情報レポーティング・パッケージ（Ｓ

ＩＲＰ）」の一部改正（案）について、２月８日から２月 24

日までの間、パブリック・コメントを募集したところ、特段

の意見が寄せられなかったことが報告された。 

これを踏まえ、４月１日の実施に向けて、所要の手続きを

進めることとされた。 

２．証券化市場の残高調査について 

事務局より、試験的に実施した証券化市場の残高調査

（2011 年末基準）の結果とその結果の対外公表資料（案）が

示された。対外公表資料（案）においては、調査の背景、調

査の方法、調査の結果（商品類型別の残高と残存件数。参考

計数として調査対象累計発行高と件数を付記。）、調査に関す

る留意点を記載すること、また、このうち調査に関する留意

点については、本調査と他の調査との比較に資するよう、本

調査のベースとなっている「証券化市場の動向調査」のカバ

レッジに関する特性を記載することが、提案された。 

これを踏まえ、３月中の対外公表に向けて、所要の手続き

を進めることとされた。 

さらに、次回以降の調査の実施時期や頻度については、今

回の調査に関する各方面のご意見や、ご関係の皆様の事務負

担を踏まえて、今後、検討を行っていくこととされた。 

調査の実施時期や頻度に関する議論においては、次のよう
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な意見が出された。 

・ 証券化市場は、資金供給源の拡大という点で引き続き注

目されている。証券化市場に関する情報発信は重要であり、

ある程度の頻度をもって、継続実施することが必要ではな

いか。 

・ 証券化商品については、３月や９月に発行される案件が

比較的多いといった季節性もあるのではないか。そうであ

れば、四半期毎ではなく、半年毎等に行うといった考え方

もあるのではないか。 

・ 少なくとも四半期毎の実施については、ニーズもあろう

が、関係者の事務負担が重過ぎるのではないか。 

なお、このほか、事務局において検討を行っている「標準情

報レポーティング・パッケージ（ＳＩＲＰ）」のガイドブック

については、アナリストその他の関係者の意見を踏まえて作成

することが必要であるとの議論が行われ、引き続き検討を進め

ることとされた。 

５．その他  本議事概要は暫定版であり、今後、内容が変更される可能性

がある。 

６．本件に関す

る問い合わ

せ先 

自主規制本部 自主規制３部（０３－３６６７－８５１６） 

 


